
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 連帯債務の場合の住宅ローン控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：ローンを組んで自宅を購入しました。

妻と連帯債務ですが、住宅ローン控除はどの

ようになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

住宅ローン控除は、年末の借入金残高に適

用控除率を乗じて計算しますが、連帯債務と

なっている場合には、次の算式により控除を

受ける者の負担すべき部分の年末残高を求め

て計算することとなっています。 

（連帯債務による住宅借入金等の年末残高） 

×（控除を受ける者が負担する割合） 

＝（住宅借入金等の年末残高のうち控除を 

受ける者が負担すべき部分の年末残高） 

この場合の「控除を受ける者が負担する割

合」は、確定申告の際に提出した「住宅借入金

等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金

等の年末残高の計算明細書」又は「(特定増改

築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

に記入した負担割合となります。 

なお、初めて住宅ローン控除の適用を受け

る場合は、所得税の確定申告書に「給与所得者

の住宅借入金等特別控除申告書」及び「連帯債

務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計

算明細書」を添付する必要があります。 
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